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第１章 総則 

（定義） 

第１条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 一 関係局等の長 政策企画局長、総務局長、生活文化局長、オリンピック・パラリンピック準備局

長、福祉保健局長、産業労働局長、建設局長、港湾局長、青少年・治安対策本部長、教育長、警視

総監及び消防総監をいう。 

 二 表彰候補者 東京都青少年の健全な育成に関する条例（昭和３９年東京都条例第１８１号。以下

「条例」という。）第６条各号のいずれかに該当すると認められるものをいう。 



 三 被表彰者 表彰を受けるべきものをいう。 

 

第２章 優良図書類等の推奨及び表彰手続 

（優良図書類等の推奨の基準） 

第２条 条例第５条の東京都規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものであることとす

る。 

 一 青少年の社会に対する良識と倫理観を育てるものであること。 

 二 青少年が知識を身につけ、教養を深めていくことに役立つものであること。 

 三 青少年の人を慈しみ、大切にする心を育てるものであること。 

 四 青少年の美しいものに対する感性を磨き、育てるものであること。 

 五 青少年の思考力、批判力又は観察力を養うものであること。 

 六 前各号に掲げるもののほか、青少年の健全な心身の成長に資するものであること。 

（携帯電話端末等の推奨の基準） 

第２条の２ 条例第５条の２第１項の東京都規則で定める基準は、次に掲げる要件をすべて満たすもの

であることとする。 

 一 次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分に定める要件を全て満たし、青少年の利用に関して青

少年の健全な育成に配慮していると認められる携帯電話端末又はＰＨＳ端末（これらの端末におい

て利用可能な特定の機能があらかじめ付加された状態のものを含む。以下同じ。）であること。 

  イ 青少年が専ら保護者等（保護者（条例第４条の２第１項に規定する保護者をいう。以下同じ。）

及び青少年の育成に関わる者をいう。以下同じ。）との連絡のために携帯電話端末又はＰＨＳ端

末を利用する時期（おおむね小学生程度） 

   (1) 青少年が携帯電話端末又はＰＨＳ端末を利用して保護者の望まない相手と連絡を取ること

を防止できること。 

    (2) 青少年による携帯電話端末又はＰＨＳ端末での連絡を取るための利用において、青少年の

家庭の状況に応じてその利用を最小限にとどめられること。 

    (3) 青少年が携帯電話端末又はＰＨＳ端末を利用してウェブサイトを利用することができない

こと。 

    (4) 連絡を取るための機能以外の機能がないこと又は青少年の家庭の状況に応じて青少年の健

全な育成を図る観点から必要が認められない機能を保護者が適切に制限できること。 

    (5) 保護者等による保護又は監護を可能とする機能があること。 

ロ 青少年がインターネットの利用について学習している時期（おおむね中学生以上） 

    (1) 青少年が携帯電話端末又はＰＨＳ端末を利用して青少年に有害な影響を及ぼすおそれのあ

る相手と連絡を取ることを防止できること。 

    (2) 青少年の家庭の状況に応じて青少年による携帯電話端末又はＰＨＳ端末の深夜の利用を適

切に制限できるとともに、青少年の生活習慣を乱すような携帯電話端末又はＰＨＳ端末の利

用及び依存的な利用を抑止できること。 

    (3) 保護者が、利用者である青少年のプライバシーに配慮しつつ、必要に応じて青少年の携帯

電話端末又はＰＨＳ端末の利用状況を適切に把握することができること。 

    (4) 青少年有害情報（青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関

する法律（平成２０年法律第７９号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。）



第２条第３項に規定する青少年有害情報をいう。以下同じ。）の閲覧を制限するために、青

少年が、携帯電話端末又はＰＨＳ端末のインターネットを利用して、青少年有害情報フィル

タリングサービス（同条第１０項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。

以下同じ。）を利用できること。  

    (5) 連絡を取るための機能若しくはウェブサイトを利用するための機能以外の機能がないこと

又は青少年の家庭の状況に応じて青少年の健全な育成を図る観点から必要が認められない機

能を保護者が適切に制限できること。 

二 前号に掲げる要件に該当する機能が一括して提供されていること又は当該機能を保護者が容易

に設定できるようにされていること。 

三 第１号に掲げる要件に該当する機能を確保するため、その機能を設定し、又は変更する場合には、

必ず保護者が関与する仕組みが確保されていること。 

２ 条例第５条の２第２項の東京都規則で定める基準は、次に掲げる要件を全て満たすものであることとす

る。 

 一 次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。 

 イ インターネット上で青少年が当該青少年に係る児童ポルノ等（条例第１８条の７第１号に規定する

児童ポルノ等をいう。）の提供を求められた場合に、青少年の未成熟な判断能力を補う、又は保護者

等による保護若しくは監護を可能とするなど、青少年による児童ポルノ等の作成又は提供の防止に資

するものであること。 

ロ インターネット上で青少年が自殺若しくは刑罰法規に触れる行為の実行を勧められ、又はそそのか

された場合に、青少年の未成熟な判断能力を補う、又は保護者等による保護若しくは監護を可能とす

るなど、青少年の自殺又は犯罪の防止に資するものであること。 

ハ インターネット上で青少年がいじめを受けた場合に、青少年の未成熟な判断能力を補う、又は保護

者等による保護若しくは監護を可能とするなど、いじめの防止に資するものであること。 

ニ イ、ロ及びハに掲げるもののほか、青少年のインターネットの利用に伴う危険性の除去に資すると

知事が認めるものであること。 

二 青少年のプライバシーに配慮されているものであること。 

三 サイバーセキュリティ（サイバーセキュリティ基本法（平成２６年法律第１０４号）第２条に規定す

るサイバーセキュリティをいう。）に配慮されているものであること。 

四 青少年に広く利用されるように配慮されているものであること。 

五 その他知事が必要と認める要件を備えていること。 

（検討委員会の設置） 

第２条の３ 条例第５条の２第３項の規定により意見を聴取するために、東京都推奨携帯電話端末等検

討委員会（以下「検討委員会」という。）を置く。 

（検討委員会の構成） 

第２条の４ 検討委員会は、次に掲げる者につき、青少年・治安対策本部長が任命又は委嘱する委員１

６人以内をもって構成する。 

一 業界に関係を有する者 ３人以内 

二 青少年の保護者 ３人以内 

三 教育関係者 ３人以内 

四 学識経験を有する者 ３人以内 

五 関係行政機関の職員 ２人以内 



六 東京都の職員 ２人以内 

（委員の任期） 

第２条の５ 前条第１号から第４号までの委員の任期は、２年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。ただし、再任を妨げない。 

（検討委員会の庶務） 

第２条の６ 検討委員会の庶務は、青少年・治安対策本部総合対策部青少年課において処理する。 

（表彰候補者の推薦等） 

第３条 区市町村長は、条例第６条第１号又は第２号に該当すると認められる表彰候補者があるときは、

その事績を精査し、知事に推薦することができる。 

２ 関係局等の長は、その所管する事務に関連し、広域活動を行っているもので、条例第６条第１号又

は第２号に該当すると認められる表彰候補者があるときは、その事績を精査して知事に内申し、又は

推薦することができる。 

３ 青少年・治安対策本部長は、条例第６条第３号又は第４号に該当すると認められる表彰候補者があ

るときは、その事績を精査し、知事に内申するものとする。 

（提出書類） 

第４条 前条の規定による推薦又は内申をする場合は、表彰候補者に係る次に掲げる書類を提出するも

のとする。 

 一 推薦調書 

 二 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類 

（被表彰者の決定） 

第５条 知事は、第３条の規定による推薦又は内申があったときは、第１０条第１項に規定する青少年

健全育成表彰審査会の審査を経て、被表彰者を決定する。 

（欠格条項） 

第６条 次の各号のいずれかに該当するものは、表彰を受けることができない。 

 一 条例又は東京都表彰規則（昭和４７年東京都規則第１７４号）の規定により、既に表彰を受けて

いるもの 

 二 表彰の対象となる行為を東京都の区域外で行ったもの。ただし、東京都の区域内に住所を有する

者又は事務所を有する団体で条例第６条第２号の規定に係る行為を行ったものを除く。 

 三 刑事事件に関して現に起訴されている者又は刑に処せられた者。ただし、刑の消滅した者を除く。 

 四 前三号に掲げるもののほか、知事が表彰することが適当でないと認めるもの 

（再表彰） 

第７条 前条第１号の規定にかかわらず、既に表彰を受けているものが次の各号のいずれかに該当する

ときは、新たな事績に限り表彰することができる。 

 一 東京都表彰規則により表彰されたものであるとき。 

 二 条例第６条第２号に係る表彰を受けたものであるとき。 

（表彰の方法） 

第８条 表彰は、表彰状を授与して行い、副賞を添えるものとする。 

２ 表彰を受けたものの氏名又は名称及び事績は、東京都公報に登載して公表する。 

（表彰の時期等） 

第９条 表彰は、毎年１回、知事が定める時期に行う。 



（審査会の設置及び所掌事項） 

第１０条 表彰の適正を期するため、青少年・治安対策本部に青少年健全育成表彰審査会（以下「審査

会」という。）を置く。 

２ 審査会は、表彰候補者について被表彰者としての適格性を審査する。 

（審査会の構成） 

第１１条 審査会は、次の職にある者をもって構成する。 

 一 青少年・治安対策本部長 

 二 総務局総務部長 

 三 青少年・治安対策本部総合対策部長 

 四 福祉保健局少子社会対策部長 

 五 産業労働局雇用就業部長 

 六 東京消防庁防災部長 

２ 知事は、前項に定める者のほか、次の職にある者を東京都教育委員会又は東京都公安委員会と協議

の上、審査会に加えることができる。 

 一 教育庁地域教育支援部長 

 二 警視庁生活安全部少年育成課長 

（審査会の付議手続） 

第１２条 審査会の議案は、青少年・治安対策本部総合対策部青少年課長が作成の上、提出するものと

する。 

（審査会の運営） 

第１３条 審査会は、青少年・治安対策本部長が主宰する。ただし、持ち回りによって審査する場合は、

この限りでない。 

（審査会の庶務） 

第１４条 審査会の庶務は、青少年・治安対策本部総合対策部青少年課において処理する。 

 

第３章 不健全な図書類等の販売等の規制 

（指定図書類、指定映画等の基準） 

第１５条 条例第８条第１項第１号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該

各号に定めるものとする。 

 一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。 

  イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、

又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 

  ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定す

る性的行為を容易に連想させるものであること。 

  ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑

わいな行為を擬似的に体験させるものであること。 

  ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度

に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 

 二 甚だしく残虐性を助長するもの 次のいずれかに該当するものであること。 

  イ 暴力を不当に賛美するように表現しているものであること。 



  ロ 残虐な殺人、傷害、暴行、処刑等の場面又は殺傷による肉体的苦痛若しくは言語等による精神

的苦痛を刺激的に描写し、又は表現しているものであること。 

  ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に残

虐な行為を擬似的に体験させるものであること。 

  ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度

に残虐性を助長するものであること。 

 三 著しく自殺又は犯罪を誘発するもの 次のいずれかに該当するものであること。 

  イ 自殺又は刑罰法規に触れる行為を賛美し、又はこれらの行為の実行を勧め、若しくはそそのか

すような表現をしたものであること。 

  ロ 自殺又は刑罰法規に触れる行為の手段を、模倣できるように詳細に、又は具体的に描写し、又

は表現したものであること。 

  ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に刑

罰法規に触れる行為を擬似的に体験させるものであること。 

２ 条例第８条第１項第２号の東京都規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものである

こととする。 

一 性交又は性交類似行為（以下「性交等」という。）のうち次に掲げる行為を、当該行為が社会的

に是認されているものであるかのように描写し若しくは表現し、又は当該行為の場面を、みだりに、

著しく詳細に若しくは過度に反復して描写し若しくは表現することにより、閲覧し、又は観覧する

青少年の当該行為に対する抵抗感を著しく減ずるものであること。 

イ 刑法（明治４０年法律第４５号）第１７６条から第１７９条まで、第１８１条又は第２４１条

の規定の違反行為 

ロ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律（平成１

１年法律第５２号）第４条の規定の違反行為 

ハ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３４条第１項第６号の規定に違反する行為 

ニ 条例第１８条の６の規定に違反する行為 

二 近親者間（民法（明治２９年法律第８９号）第７３４条から第７３６条までの規定により、婚姻

をすることができない者の間をいう。）における性交等を、当該性交等が社会的に是認されている

ものであるかのように描写し若しくは表現し、又は当該性交等の場面を、みだりに、著しく詳細に

若しくは過度に反復して描写し若しくは表現することにより、閲覧し、又は観覧する青少年の当該

性交等に対する抵抗感を著しく減ずるものであること。 

三 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に前二

号に掲げる性交等に該当する行為を擬似的に体験させるものであること。 

（指定がん具類の基準） 

第１６条 条例第８条第１項第３号の東京都規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するもの

であることとする。 

 一 弾丸、矢その他の物を発射するのに適し、又はその物自体が投げるのに適した構造を有するもの

で、物を発射し、又はそのものを投げることにより、人を殺傷するおそれが高いものであること。 

 二 火薬その他の爆発性の物質を内包する構造を有するもので人を殺傷するおそれが高いものであ

ること。 

 三 特定がん具類のうち、性器を模した物で卑わいな感じを与える構造を有するもの又は性具若しく



はこれと同様の機能を有するものであること。 

 四 第１号及び第２号に掲げるもののほか、構造又は機能がこれらの基準に該当するものと同程度に

青少年の心身に危害を及ぼすおそれがあると認められるものであること。 

（指定刃物の基準） 

第１７条 条例第８条第１項第４号の東京都規則で定める基準は、容易に人を殺傷し得る機能を有する

もので、かつ、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。 

 一 通常刃物のさや以外の用途に使用する物の形状をしたさやに刃体を収納する構造を有するもの

であること。 

 二 折りたたみ式ナイフのうち、刃体と柄との結合部の軸を中心として二つの柄が分かれて回転する

ことにより、刃体が現れ、又は収納することができる構造を有するものであること。 

 三 刃体と柄が固定されたナイフのうち、鎬を境にその両側に刃が付いている構造を有するものであ

ること。 

（指定図書類等の包装の方法） 

第１８条 条例第９条第２項及び第９条の２第３項の東京都規則で定める方法は、次の各号のいずれか

に該当するものとする。 

 一 ビニール袋等により指定図書類又は表示図書類（以下「指定図書類等」という。）全体の包装を

行うこと。 

 二 伸縮しない材質のひもにより十字掛け又はたすき掛けを指定図書類等に行うこと。 

 三 前二号に掲げるもののほか、指定図書類等を容易に閲覧できない方法と知事が認める方法 

（指定図書類等の区分陳列の方法） 

第１９条 条例第９条第３項及び第９条の２第４項の規定により指定図書類等を他の図書類と明確に

区分する方法は、次の各号のいずれかの措置をとり、かつ、指定図書類等を陳列する場所（第１号に

規定する措置をとる場合にあっては当該場所の入口、第３号に規定する措置をとる場合にあっては当

該仕切り板の表面）の見やすい箇所に、容易に判読できる色調及び大きさの文字を使用して、当該場

所に陳列されている図書類は、青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は閲覧させ、若しく

は観覧させることが制限されている旨の掲示をすることとする。 

 一 営業の場所に、間仕切り、ついたてその他の方法により容易に見通すことのできない場所を設け、

当該場所に指定図書類等を陳列すること。 

 二 指定図書類等を、他の図書類を陳列する陳列棚の外周から６０センチメートル以上離れた陳列棚

に陳列すること。 

 三 陳列棚の指定図書類等を陳列しようとする各棚板の前面と直交する鉛直面上に、当該棚板の前面

から１０センチメートル以上張り出した仕切り板（透視できない材質及び構造のものとする。）を

設け、指定図書類等を、仕切り板と仕切り板との間に陳列すること。 

 四 指定図書類等を、床面から１５０センチメートル以上の高さの位置に、背表紙のみが見えるよう

にしてまとめて陳列すること。 

 五 前各号に掲げるもののほか、指定図書類等が他の図書類と明確に区分されていると知事が認める

方法 

（表示図書類に係る勧告の方法） 

第２０条 条例第９条の３第１項の規定による勧告は、勧告書（別記第１号様式）を交付して行うもの

とする。 



２ 条例第９条の３第２項の規定による勧告は、勧告書（別記第１号様式の２）を交付して行うものと

する。 

３ 条例第９条の３第５項の規定による勧告は、勧告書（別記第２号様式及び第３号様式）を交付して

行うものとする。 

（図書類発行業者の公表） 

第２０条の２ 条例第９条の３第３項の規定による公表は、次に掲げる事項を広く都民に周知する方法

により行うものとする。 

一 図書類発行業者の氏名又は名称及び住所 

 二 勧告の内容 

 三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項 

（図書類発行業者の意見陳述の機会の付与） 

第２０条の３ 条例第９条の３第４項の意見を述べ、証拠を提示する機会（以下「意見陳述の機会」と

いう。）におけるその方法は、知事が口頭ですることを認めた場合を除き、意見及び証拠を記載した

書面（以下「意見書」という。）を提出して行うものとする。 

２ 知事は、条例第９条の３第２項の規定による勧告を受けた者に対し意見陳述の機会を与えるときは、

意見書の提出期限（口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時）までに相当な期間

をおいて、当該勧告を受けた者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。 

 一 公表しようとする内容 

 二 公表の根拠となる条例等の条項 

 三 公表の原因となる事実 

四 意見書の提出先及び提出期限（口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに

出頭すべき日時及び場所） 

３ 前項の規定による通知を受けた者（以下「当事者」という。）又はその代理人は、やむを得ない事

情のある場合には、知事に対し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を

申し出ることができる。 

４ 知事は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時

若しくは場所を変更することができる。 

５ 知事は、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者又はその代理人の陳述の要旨

を記載した書面を作成するものとする。 

６ 代理人は、その代理権を証する書面を、意見書の提出期限又は出頭すべき日時までに知事に提出し

なければならない。 

７ 知事は、当事者又はその代理人が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は出

頭すべき日時に口頭による意見陳述をしなかったときは、条例第９条の３第３項の規定による公表を

することができる。 

（観覧等の制限の掲示の様式） 

第２１条 条例第１２条の東京都規則で定める様式及び条例第１６条第２項の東京都規則で定める様

式は、それぞれ別記第４号様式及び第５号様式とする。 

（自動販売機等の設置の届出） 

第２２条 条例第１３条の３第３項の規定による届出は、自動販売機等設置届出書（別記第６号様式）

に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。 



 一 自動販売機等業者の住民票の写し（法人の場合にあっては、登記事項証明書）又はこれらに代わ

る書類 

 二 自動販売機等の設置場所の付近の見取図及び配置図 

 三 自動販売機等管理者の住民票の写し又はこれに代わる書類 

２ 条例第１３条の３第３項第５号の東京都規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 一 自動販売機等業者が法人の場合は、その代表者の氏名 

 二 自動販売機等の設置場所の提供者の氏名、住所及び電話番号 

 三 販売又は貸付けの区分 

 四 自動販売機等に収納する物の種類 

 五 第２６条第１項第１号の措置の種類 

 六 第２６条第１項第２号の措置の状況 

 七 販売又は貸付けを開始しようとする年月日 

（自動販売機等の変更の届出） 

第２３条 条例第１３条の３第４項の規定による変更の届出は、自動販売機等変更届出書（別記第７号

様式）に、前条第１項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて行わなければならない。 

（自動販売機等の廃止の届出） 

第２４条 条例第１３条の３第４項の規定による廃止の届出は、自動販売機等廃止届出書（別記第８号

様式）により行わなければならない。 

（自動販売機等への表示） 

第２５条 条例第１３条の３第５項の規定による表示は、別記第９号様式により行わなければならない。 

２ 条例第１３条の３第５項の東京都規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 一 自動販売機等業者が法人の場合は、代表者の氏名 

 二 自動販売機等業者の連絡先の電話番号 

 三 自動販売機等設置の届出に係る届出番号 

（自動販売機等に対する措置の方法） 

第２６条 条例第１３条の５の東京都規則で定める措置は、次に掲げるものとする。 

 一 次のいずれかの措置により、青少年が、自動販売機等に収納された条例第１３条の５に規定する

図書類及び特定がん具類（以下「収納物」という。）を観覧できないようにすること。 

  イ 反射率５０パーセント以上のハーフミラーを自動販売機等の陳列窓ガラスの全面にちょう付

し、その可視光線透過率を１５パーセント以下とした上で、当該自動販売機等の内部の照明を消

灯し、収納物が外部から見えないようにすること。 

  ロ 液晶フィルタを自動販売機等の陳列窓ガラスの全面に設置した上で、当該液晶フィルタに電圧

を加えないことにより、収納物が外部から見えないようにすること。 

  ハ 自動販売機等の陳列窓ガラスと収納物の間に、不透明な遮へい物を設置することにより、収納

物が外部から見えないようにすること。 

  ニ 自動販売機等が設置されている場所が、建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第

２条第１号に規定する建築物をいう。以下同じ。）の内部である場合（当該建築物の居室(同条

第４号に規定する居室をいう。以下同じ。）の内部である場合を除く。）にあっては当該建築物

の出入口を、建築物の居室の内部である場合にあっては当該居室又は当該建築物の出入口を常時

施錠すること。ただし、建築物又は居室の内部からは常時解錠されている状態であること。 



  ホ イからニまでに掲げるもののほか、青少年が収納物を観覧できないと知事が認める措置をとる

こと。 

 二 運転免許証、旅券その他官公署が発行した顧客の年齢を示す書類（自動販売機等業者が当該書類

により顧客の年齢を確認した上で顧客に会員証等を発行している場合は、当該会員証を含む。）に

より顧客の年齢を確認することによって、常時、収納物の販売又は貸付けを管理できる装置を設置

し、かつ、稼動させることによって青少年が収納物を購入し、又は借り受けることができないよう

にすること。 

２ 前項第２号の装置により、顧客が青少年ではないと確認された場合は、自動販売機等業者は、同項

第１号に規定する措置を、当該顧客が収納物を購入し、又は借り受けるために要する時間内に限り、

解除することができる。 

３ 自動販売機等業者は、第１項第２号に規定する方法により年齢を確認する場合において、運転免許

証、旅券その他官公署が発行した顧客の年齢を示す書類に氏名、住所、顔写真その他の個人が特定さ

れる情報が記載されていたときは、当該情報を記録しないように努めなければならない。 

（自動販売機等に係る勧告の方法） 

第２７条 条例第１３条の８の規定による勧告は、勧告書（別記第１０号様式）を交付して行うものと

する。 

（有害広告物の基準） 

第２８条 条例第１４条の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定め

るものとする。 

 一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。 

  イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、

又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 

  ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定す

る性的行為を容易に連想させるものであること。 

  ハ イ及びロに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑

わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 

 二 甚だしく残虐性を助長するもの 次のいずれかに該当するものであること。 

  イ 暴力を不当に賛美するように表現しているものであること。 

  ロ 残虐な殺人、傷害、暴行、処刑等の場面又は殺傷による肉体的苦痛若しくは言語等による精神

的苦痛を刺激的に描写し、又は表現しているものであること。 

  ハ イ及びロに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に残

虐性を助長するものであること。 

（立入調査の証票の様式） 

第２９条 条例第１７条第３項に規定する東京都規則で定める様式は、別記第１１号様式とする。 

２ 条例第１８条の１２第７項に規定する調査を行う際に知事が指定した知事部局の職員が携帯し、関

係者に提示する証票の様式は、別記第１１号様式の２とする。 

（警告書の様式） 

第３０条 条例第１８条第４項に規定する東京都規則で定める様式は、別記第１２号様式とする。 

（青少年を性欲の対象として扱う図書類等の基準） 

第３０条の２ 条例第１８条の９第３項の東京都規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する



ものであることとする。 

一 衣服の一部を着けず、又は水着若しくは下着（以下「水着等」という。）のみを着けた状態（こ

れらと同等とみなされる状態を含む。以下同じ。）にある青少年のうち１３歳未満の者の性器、肛

門若しくは乳首（以下「性器等」という。）若しくはその周辺部（陰部、臀部及び乳房をいう。以

下同じ。）を殊更に強調し、又はその衣服若しくは水着等の上から認識できるように性器等若しく

はその周辺部の形状を殊更に浮き立たせた姿態を視覚的に描写したものであること。 

二 飲食物その他の物品を用いること等により、衣服の一部を着けず、又は水着等のみを着けた状態

にある青少年のうち１３歳未満の者を相手方とする又は当該青少年による性交等を容易に連想さ

せる姿態を視覚的に描写したものであること。 

三 衣服の一部を着けず、若しくは水着等のみを着けた状態にある青少年のうち１３歳未満の者の性

器等若しくはその周辺部を他人が触り（その衣服又は水着等の上から触る場合を含む。）、又は衣服

の一部を着けず、若しくは水着等のみを着けた状態にある青少年のうち１３歳未満の者が他人の性

器等若しくはその周辺部を触る（当該他人の衣服又は水着等の上から触る場合を含む。）姿態を視

覚的に描写したものであること。 

四 前三号に掲げるもののほか、衣服の全部若しくは一部を着けず、又は水着等のみを着けた状態に

ある青少年のうち１３歳未満の者の姿態を視覚的に描写したものであって、その描写がこれらの基

準に該当するものと同程度に扇情的なものであること。 

 

第３章の２ 携帯電話端末等による青少年有害情報の閲覧防止措置 

（保護者が青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない申出等をする際に提出する書面の記

載事項） 

第３０条の３ 条例第１８条の１２第１項の規定による書面の提出は、次に掲げる事項を記載した書面

（当該事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。）により行うものとする。 

一 書面を提出する保護者の住所、氏名及び電話番号 

二 役務提供契約（青少年インターネット環境整備法第１３条第１項に規定する役務提供契約をいう。

以下同じ。）に係る携帯電話端末等（青少年インターネット環境整備法第２条第７項に規定する携

帯電話端末等をいう。）の電話番号 

三 次項各号の正当な理由 

２ 条例第１８条の１２第１項の東京都規則で定める正当な理由は、次の各号に定めるものとする。 

一 携帯電話インターネット接続役務（青少年インターネット環境整備法第２条第７項に規定する携

帯電話インターネット接続役務をいう。以下同じ。）の提供を受ける青少年が就労している場合に

おいて、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用し、又は青少年有害情報フィルタリング有

効化措置（青少年インターネット環境整備法第１６条に規定する青少年有害情報フィルタリング有

効化措置をいう。以下同じ。）を講ずることで当該青少年の業務に著しい支障を生ずること。 

二 携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける青少年が心身に障害を有し、又は疾病にかかっ

ている場合において、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用し、又は青少年有害情報フィ

ルタリング有効化措置を講ずることで当該青少年の日常生活に著しい支障を生ずること。 

三 保護者が、携帯電話インターネット接続役務提供事業者（青少年インターネット環境整備法第２

条第８項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者をいう。以下同じ。）が提供する

インターネットの利用状況に関する事項の閲覧を可能とする役務を利用すること等により、青少年



がインターネット上の青少年有害情報を閲覧することがないように適切に監督すること。 

四 前三号に準ずる正当な理由 

（携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が説明すべき事項） 

第３０条の４ 条例第１８条の１２第２項の東京都規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 インターネットを不適切に利用することにより、青少年が違法な行為をし、又は自己若しくは他

人に対し有害な行為をするおそれがあること。 

二 保護者がインターネットの利用状況に関する事項を閲覧することを可能とする役務その他の青

少年がインターネット上の青少年有害情報を閲覧することがないよう保護者が適切に監督するた

めに有益な役務であって当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者が提供することが可能

なものの内容 

三 保護者が青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をする場合又は青少年

有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨の申出をする場合には、条例第１

８条の１２第１項に規定する正当な理由その他の事項を記載した書面を提出する義務があること。 

（保護者が青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない申出等をする際に提出する書面の保

存方法） 

第３０条の５ 条例第１８条の１２第３項の規定による保存は、次に掲げる方法により行うものとす

る。 

一 保護者から提出を受けた書面（電磁的記録を含む。次号において同じ。）を保存すること。 

二 保護者から提出を受けた書面に記載又は記録をされた事項を、当該書面以外の書面（電磁的記録

を含む。）に記載し又は記録し、保存すること。 

２ 条例第１８条の１２第３項の規定による保存の期間は、役務提供契約が終了し若しくは解除された

日又は当該役務提供契約に係る青少年が満１８歳に達する日のいずれか早い日までの間とする。 

（携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に係る勧告の方法） 

第３０条の６ 条例第１８条の１２第４項の規定による勧告は、勧告書（別記第１３号様式）を交付し

て行うものとする。 

（携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の公表） 

第３０条の７ 第２０条の２の規定は、条例第１８条の１２第５項の規定による公表について準用する。

この場合において、第２０条の２中「第９条の３第３項」とあるのは「第１８条の１２第５項」と、

同条第１号中「図書類発行業者」とあるのは「携帯電話インターネット接続役務提供事業者等」と読

み替える。 

（携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の意見陳述の機会の付与） 

第３０条の８ 第２０条の３の規定は、条例第１８条の１２第６項の意見陳述の機会におけるその方法

について準用する。この場合において、第２０条の３第２項中「第９条の３第２項」とあるのは「第

１８条の１２第４項」と、同条第７項中「第９条の３第３項」とあるのは「第１８条の１２第５項」

と読み替える。 

 

第４章 東京都青少年健全育成審議会 

（審議会の庶務） 

第３１条 条例第１９条の東京都青少年健全育成審議会の庶務は、青少年・治安対策本部総合対策部青

少年課において処理する。 



 

第５章 雑則 

（補則） 

第３２条 この規則の施行について必要な事項は、知事が別に定める。 

附 則 

１ この規則は、平成１６年４月１日から施行する。ただし、第１７条の規定は同年６月１日から、第

１８条から第２１条までの規定及び別記第１号様式から第５号様式までの規定は同年７月１日から、

第２２条、第２３条及び第２６条の規定並びに別記第６号様式及び第７号様式の規定は東京都青少年

の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例（平成１６年東京都条例第４３号。以下「改正条例」

という。）附則第１項第３号に規定する日から施行する。 

２ 改正前の東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則（以下「改正前の規則」という。）第１

４条から第１７条までの規定及び別記第１号様式から第３号様式までの規定は、平成１６年６月３０

日までの間、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規則第１４条中「第９条第２項」

とあるのは「第９条第３項」とする。 

３ 改正前の規則第１８条及び第１９条の規定並びに別記第４号様式及び第５号様式の規定は、改正条

例附則第１項第３号に規定する日の前日までの間、なおその効力を有する。この場合において、改正

前の規則第１８条第１項中「第１３条の２第３項」とあるのは「第１３条の３第３項」と、同条第２

項中「第１３条の２第３項第５号」とあるのは「第１３条の３第３項第５号」と、改正前の規則第１

９条中「第１３条の２第４項」とあるのは「第１３条の３第４項」と、改正前の規則別記第４号様式

中「第１３条の２第３項」とあるのは「第１３条の３第３項」と、改正前の規則別記第５号様式中「第

１３条の２第４項」とあるのは「第１３条の３第４項」とする。 

４ この規則の施行の日から平成１６年７月３１日までの間、第１条第１号中「福祉保健局長」とある

のは「福祉局長、健康局長」と、第１１条第１項第５号中「福祉保健局少子社会対策部長」とあるの

は「福祉局子ども家庭部長」とする。 

５ この規則の施行の日から平成１６年５月３１日までの間、別記第１１号様式(裏）中「抜粋」とあ

るのは、「抜粋。東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例（平成１６年東京都

条例第４３号）附則第２項の規定により読み替えられた規定を含む。」と、「第６号」とあるのは「第

４号」と、 

 「一 興行場 

  二 がん具類若しくは刃物の販売を業とする者の営業の場所又は営業に関してがん具類若しくは

刃物を頒布する者の営業の場所 

  三 自動販売機等業者の営業の場所 

  四 質屋又は古物商の営業の場所 

  五 第１５条の２第１項に規定する行為を行うために提供されている場所 

  六 前条第１項第２号から第４号までに掲げる施設を経営する者の営業の場所」 

 とあるのは 

 「一 興行場 

  三 がん具類の販売を業とする者の営業の場所及び営業に関してがん具類を頒布する者の営業の

場所 

  四 ボウリング場等経営者の営業の場所」 



 とする。 

６ 平成１６年６月１日から同月３０日までの間、別記第１１号様式（裏）中「抜粋」とあるのは、「抜

粋。東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例（平成１６年東京都条例第４３号）

附則第４項の規定に読み替えられた規定を含む。」と、 

 「一 興行場 

  二 がん具類若しくは刃物の販売を業とする者の営業の場所又は営業に関してがん具類若しくは

刃物を頒布する者の営業の場所 

  三 自動販売機等業者の営業の場所 

  四 質屋又は古物商の営業の場所 

  五 第１５条の２第１項に規定する行為を行うために提供されている場所 

  六 前条第１項第２号から第４号までに掲げる施設を経営する者の営業の場所」 

 とあるのは 

 「一 興行場 

  二 がん具類若しくは刃物の販売を業とする者の営業の場所又は営業に関してがん具類若しくは

刃物を頒布する者の営業の場所 

  四 質屋又は古物商の営業の場所 

  五 第１５条の２第１項に規定する行為を行うために提供されている場所 

  六 ボウリング場等経営者の営業の場所」 

 とする。 

７ 平成１６年７月１日から改正条例附則第１項第３号に規定する日の前日までの間、別記第１１号様

式（裏）中 

 「一 興行場 

  二 がん具類若しくは刃物の販売を業とする者の営業の場所又は営業に関してがん具類若しくは

刃物を頒布する者の営業の場所 

  三 自動販売機等業者の営業の場所 

  四 質屋又は古物商の営業の場所 

  五 第１５条の２第１項に規定する行為を行うために提供されている場所 

  六 前条第１項第２号から第４号までに掲げる施設を経営する者の営業の場所」 

 とあるのは 

 「一 興行場 

  二 がん具類若しくは刃物の販売を業とする者の営業の場所又は営業に関してがん具類若しくは

刃物を頒布する者の営業の場所 

  四 質屋又は古物商の営業の場所 

  五 第１５条の２第１項に規定する行為を行うために提供されている場所 

  六 前条第１項第２号から第４号までに掲げる施設を経営する者の営業の場所」 

 とする。 

８ この規則の施行の際、現に改正前の規則別記第７号様式により行われている表示は、この規則の別

記第９号様式による表示とみなす。 

９ この規則の施行の際、改正前の規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、

なお使用することができる。 



附 則（平成１７年規則第１４９号） 

この規則は、平成１７年８月１日から施行する。 

附 則（平成１８年規則第９０号） 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年規則第４９号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年規則第１２１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２０年規則第１８８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２２年規則第１４５号） 

この規則は、平成２２年７月１６日から施行する。 

   附 則（平成２２年規則第２００号） 

１ この規則は、平成２３年７月１日から施行する。ただし、第２０条の次に２条を加える改正規定、

第３０条の次に１条を加える改正規定、別記第１号様式の次に１様式を加える改正規定並びに別記第

２号様式及び第３号様式の改正規定は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ 平成２３年４月１日から同年６月３０日までの間、別記第１号様式の２中「第８条第１項第１号又

は第２号」とあるのは、「第８条第１項第１号」とする。 

附 則（平成２３年規則第９６号） 

この規則は、平成２３年７月１日から施行する。 

附 則（平成２５年規則第１４５号） 

この規則は、平成２６年１月１日から施行する。 

附 則（平成２６年規則第１１４号） 

この規則は、平成２６年７月１６日から施行する。 

附 則（平成２６年規則第１４９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年規則第１４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

  附 則（平成２７年規則第１４６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

  附 則（平成２９年規則第９７号） 

この規則は、平成２９年７月１３日から施行する。 

  附 則（平成３０年規則第２号） 

この規則は、平成３０年２月１日から施行する。 

附 則（平成３０年規則第８３号）  

この規則は、平成３０年公布の日から施行する。 

 

 



別記 

第１号様式（第２０条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

 被勧告者住所氏名 

         あて 

 

 

東京都知事 

           印 

 

 

勧    告    書 

 

 下記図書類は、東京都青少年の健全な育成に関する条例第８条第１項第 号の規定に基づき、そ

の内容が青少年の健全な成長を阻害するおそれがある図書類として指定を受けました。 

 ついては、同条例第９条の３第１項の規定により、下記のとおり勧告します。 

 

記 

 

１ 図書類名（雑誌コード又はＩＳＢＮコード） 

 

 

２ 図書類発行業者の氏名又は名称及び住所 

 

 

３ 指定の状況 

 

 

４ 勧告内容（とるべき措置） 

 （日本工業規格Ａ列４番） 



 

第１号様式の２（第２０条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

 被勧告者住所氏名 

         あて 

 

 

東京都知事 

           印 

 

 

勧    告    書 

 

 下記図書類は、東京都青少年の健全な育成に関する条例第８条第１項第 号の規定に基づき、そ

の内容が青少年の健全な成長を阻害するおそれがある図書類として指定を受けました。 

 これにより、    貴    において発行する図書類については、    年  月  日

から    年  月  日までの間に同条例第８条第１項第１号又は２号の規定による指定を受

けた回数が６回に達しました。 

 ついては、同条例第９条の３第２項の規定により、下記のとおり勧告します。 

 

記 

 

１ 今回指定を行った図書類名（雑誌コード又はＩＳＢＮコード） 

 

 

２ 図書類発行業者の氏名又は名称及び住所 

 

 

３ 指定の状況 

 

 

４ 勧告内容（とるべき措置） 

 （日本工業規格Ａ列４番） 



 

第２号様式（第２０条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

 被勧告者住所氏名 

         あて 

 

 

東京都知事 

           印 

 

 

勧    告    書 

 

 貴  における表示図書類の    に当たっては、東京都青少年の健全な育成に関する条例第

第９条の２第 項の規定が遵守されていないと認められるので、同条例第９条の３第５項の規定に

より、下記のとおり勧告します。 

 

記 

 

１ 勧告対象となる店舗等の名称・住所 

 

 

２ 勧告内容（とるべき措置） 

 

 

３ とるべき措置の期限 

 （日本工業規格Ａ列４番） 



 

第３号様式（第２０条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

 被勧告者住所氏名 

         あて 

 

 

東京都知事 

           印 

 

 

勧    告    書 

 

 貴  において発行する下記図書類については、東京都青少年の健全な育成に関する条例第９条

の２第３項による包装がなされていないと認められるので、同条例第９条の３第５項の規定により、

下記のとおり勧告します。 

 

記 

 

１ 図書類名（雑誌コード又はＩＳＢＮコード） 

 

 

２ 勧告内容（とるべき措置） 

 （日本工業規格Ａ列４番） 



 

第４号様式（第２１条関係） 

   
 

 
た
だ
今
上
映
中
（
上
演
中
）
の
「 

 
 
 

」
は
、 

 
 

  

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
に
よ 

   

り
青
少
年
に
観
覧
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
指
定
さ
れ 

   

ま
し
た
の
で
、
十
八
歳
未
満
の
方
の
入
場
を
お
断
り 

   

い
た
し
ま
す
。 

 

掲示の大きさ  縦４０センチメートル以上  横３０センチメートル以上   

文字の大きさ  ７２ポイント以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第５号様式（第２１条関係） 

  
 

 
東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
に
よ 

 

  

り
、
午
後
十
一
時
か
ら
翌
日
午
前
四
時
ま
で
の
間
は
、 

   

保
護
者
同
伴
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
十
八
歳
未
満
の
方 

   

の
入
場
を
お
断
り
い
た
し
ま
す
。 

 

掲示の大きさ  縦４０センチメートル以上  横３０センチメートル以上   

文字の大きさ  ７２ポイント以上 

 

備考 営業終了時刻が午前４時以前の場合においては、この様式中「翌日午前４時」とある部分  

   にその営業終了時刻を記載することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６号様式（第２２条関係）                                                         

 
自動販売機等設置届出書 

                                                                       年  月  日 

 

  東京都知事     殿 

 

                                      住 所 

                             届出者  氏 名                                  ㊞ 

                   電話番号 

                      法人にあっては、「住所」欄に「所在地」を、「氏名」 

                           欄に「名称及び代表者の氏名」を記入すること。 

 

   自動販売機等により図書類又は特定がん具類の販売又は貸付けをするので、東京都青 

 少年の健全な育成に関する条例第１３条の３第３項の規定により届け出ます。 

 

    
自 動 販 売 機 等 の 
機 種 及 び 製 造 番 号 

  

自動販売機等の設置場所  

 

 自動販売機 

 

 等管理者 

 氏 名  

 住   所  

 電話番号  

 

 自動販売機 

 等 の 設 置 

 場所の提供者 

 氏 名  

 住   所  

 電話番号  

  
 販売・貸付けの区分 

 
    販   売      貸 付 け 

 
 
 自 動 販 売 機 等 に 

 収 納 す る 物 の 種 類 
 
 
  （該当する番号を○で囲むこと） 

 

１ 図書類 書籍、図書、ビデオテープ及びシー・ディー 

・ロムその他の電磁的記録媒体等をいう。 

２ 特定がん具類 性的感情を刺激するがん具類で、性具その他
の性的な行為の用に供するがん具類及び性器
を模したがん具類をいう。 

３ その他 （               ） 

 

規則（注）第２６条第１ 
項第１号の措置の種類 

 
１ ハーフミラー 
 
４ 立入禁止 

  
２ 液晶フィルタ  ３  遮へい物 
 
５ その他 （           ） 

規則（注）第２６条第１ 
項第２号の措置の状況 

 
１ 有       ２ 無 

販 売 又 は 貸 付 け 

開 始 予 定 年 月 日 

 

（注）東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則 

                                                               （日本工業規格Ａ列４番） 

 

 

 



      第７号様式（第２３条関係）                                                           

 

自動販売機等変更届出書 

                                                             年  月  日 

  東京都知事    殿 

 

                                       住 所 

                               届出者  氏 名                                      ㊞ 

                    電話番号 

 

                           法人にあっては、「住所」欄に「所在地」を、「氏名」 

                                              欄に「名称及び代表者の氏名」を記入すること。 

 

   自動販売機等の届出事項を次のように変更したので、東京都青少年の健全な育成に関 

 する条例第１３条の３第４項の規定により届け出ます。 

 

   
自動販売機等の設置届出 

の年月日及び届出番号 

  

  

自動販売機等の機種 

及 び 製 造 番 号 

 

 

 

 

  変 更 事 項 

 

  （該当する番号を○で囲むこと） 

１ 届出者の氏名若しくは名称（法人にあっては、  

代表者の氏名を含む。）、住所又は電話番号 

２ 自動販売機等の設置場所 

３ 自動販売機等管理者の氏名、住所又は電話番号 

４ 自動販売機等の設置場所の提供者の氏名、住所    

   又は電話番号 

５ 自動販売機等に収納する物の種類 

６ 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則第 

   ２６条第１項第１号の措置の種類 

７ 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則第 

   ２６条第１項第２号の措置の状況 

８ その他（                  ） 

 

 

変 

 

更 

 

内 

 

容 

 

 

  変 更 前 

 

 

 

  変 更 後 

 

  変 更 年 月 日  

 

                                                      （日本工業規格Ａ列４番）   

                                                         

 

 

 



 

   第８号様式（第２４条関係）                                                           

 

自動販売機等廃止届出書 

 

                                                            年   月   日  

 

  東京都知事  殿 

 

 

                                       住 所        

                               届出者 氏 名                             ㊞    

                             電話番号 

                                            法人にあっては、「住所」欄に「所在地」を、「氏名」  

                                                欄に「名称及び代表者の氏名」を記入すること。   

 

    自動販売機等の設置を次のように廃止したので、東京都青少年の健全な育成に関する 

 条例第１３条の３第４項の規定により届け出ます。 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  

  自動販売機等の設置届出 

  の年月日及び届出番号 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  自動販売機等の 

 機種及び製造番号 

 

 
  自動販売機等の設置場所 

 

 

  廃止年月日 

 

  

 

                                                     （日本工業規格Ａ列４番）  



      

第９号様式（第２５条関係）                                                         

 

                                                      （届出番号       ） 

自 動 販 売 機 等 届 出 表 示 

  

   東京都青少年の健全な育成に関する条例第１３条の３第５項の規定により 

 表示するものです。 

  

自動販売機等 

 

業    者 

氏名又は名称及び法

人にあっては、その

代表者の氏名 

  

住所又は主たる 

事務所の所在地 

 

連絡先の電話番号  

自動販売機等

管理者 

氏      名  

住      所  

 

                                                         大きさ 縦１０センチメートル   

                                                               横１５センチメートル  



     

第１０号様式（第２７条関係） 

 

                                                                  第         号 

                                                                  年   月   日 

 

   被勧告者住所氏名 

                   あて 

                 

 

                                           東京都知事 

 

                                                                         印     

 

 

 

勧    告    書 

 
            設 置                         販   売 

   貴  が

管 理

する自動販売機等における 貸 付 け の状況は、青少年の健全な成長を 

 

 阻害するおそれがあると認められるので、東京都青少年の健全な育成に関する条例第１３条 

 

 の８の規定により、下記のとおり勧告します。 

 

 

                                         記 

 

   １ 販売等の状況 

 

  ２ とるべき措置 

 

   ３ とるべき措置の期限 

                                         （日本工業規格Ａ列４番）   

 
 
 

設置場所 



 
第１１号様式（第２９条関係）                         

（表） 
 

  

    第     号 

 

   
    立入調査証 

 

 所  属 

 職  名 

 氏  名 

 生年月日 

 

 写   真 

 

 

 

   上記の者は、東京都青少年の健全な育成に関する条例第１７条第１項及び 

  第２項の規定により、図書類の販売若しくは貸付けを業とする者の営業の場 

  所等又は興行場等に立ち入り、調査を行い、又は関係者に質問し、若しくは 

  資料の提出を求める権限を有する者であることを証します。 

 

       年  月  日 

 

                    東 京 都 知 事       印 

 

  （有効期間１年） 

 
 

（裏） 
 

  東京都青少年の健全な育成に関する条例（抜粋） 

 （立入調査） 

 第１７条 知事が指定した知事部局の職員は、この条例の施行に必要な限度にお 

  いて、図書類の販売若しくは貸付けを業とする者の営業の場所又は営業に関し 

  て図書類を頒布する者の営業の場所に営業時間内において立ち入り、調査を行 

  い、又は関係者に質問し、若しくは資料の提出を求めることができる。 

 ２ 知事が指定した知事部局の職員及び警視総監が指定した警察官は、この条例 

  の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に営業時間（第６号に掲げる営 

  業の場所にあっては、深夜における営業時間とする。）内において立ち入り、 

  調査を行い、又は関係者に質問し、若しくは資料の提出を求めることができる。 

  一 興行場 

  二 がん具類若しくは刃物の販売を業とする者の営業の場所又は営業に関して 

   がん具類若しくは刃物を頒布する者の営業の場所 

  三 自動販売機等業者の営業の場所 

  四 質屋又は古物商の営業の場所 

   五 第１５条の２第１項に規定する行為を行うために提供されている場所 

  六 前条第１項第２号から第４号までに掲げる施設を経営する者の営業の場所 

 ３ 前２項の場合において、知事が指定した知事部局の職員は東京都規則で、警 

  視総監が指定した警察官は東京都公安委員会規則で定める様式による証票を携 

  帯し、あらかじめ、これを関係者に提示しなければならない。 

 ４ 第１項及び第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認めら 

  れたものと解釈してはならない。 

 

 
                              大きさ 縦６センチメートル 

                                     横９センチメートル 

 

 

 

 



第１１号様式の２（第２９条関係） 

（表） 

 

第     号 

 

 

写   真 

 

 上記の者は、東京都青少年の健全な育成に関する条例第１８条の１２第７項の規定により、携帯

電話インターネット接続役務提供事業者等の営業又は事業の場所に立ち入り、調査を行い、又は関

係者に質問し、若しくは資料の提出を求めることができる者であることを証します。 

 

年   月   日 

 

東 京 都 知 事    印 

（有効期間１年） 

（裏） 

東京都青少年の健全な育成に関する条例（抜粋） 

（携帯電話端末等による青少年有害情報の閲覧防止措置） 

第１８条の１２ （略） 

２ 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、青少年インターネット環境整備法第１４条

の規定により、青少年又は保護者に対し、同条に規定する事項を説明するときは、併せて、イン

ターネットを不適切に利用することにより、青少年が違法な行為をし、又は自己若しくは他人に

対し有害な行為をするおそれがあることその他の東京都規則で定める事項を説明するとともに、

これらの事項を記載した説明書を交付しなければならない。 

３ 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、第１項の規定により保護者から提出を受け

た書面に記載又は記録をされた事項を、東京都規則で定めるところにより、保存しなければなら

ない。 

４ 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が第２項又は前項の規定に違反してい

ると認めるときは、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に対し、必要な措置をと

るべきことを勧告することができる。 

５ 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が前項の規定による勧告に従わなかつ

たときは、その旨を公表することができる。 

６ （略） 

７ 知事が指定した知事部局の職員は、第２項から第５項までの規定の施行に必要な限度において、

当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の営業又は事業の場所に営業時間内において

立ち入り、調査を行い、又は関係者に質問し、若しくは資料の提出を求めることができる。 

 大きさ 縦６センチメートル 

     横９センチメートル 

      立入調査証 

所  属 

職  名 

氏  名 

生年月日 



 

第１２号様式（第３０条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

  被警告者住所氏名 

          あて 

 

職・氏名 

 

警    告    書 

   

  貴   が行った下記の行為は、東京都青少年の健全な育成に関する条例第  条 

 第   項    の規定に違反するので、同条例第１８条第  項第  号の規定に 

 より警告する。 

 

  

記 

  

 

 １ 日  時 

 

 

 

 ２ 場  所 

 

 

 

 ３ 内  容 

 

 

 

 ４ とるべき措置の期限 

 

 

  

（日本工業規格Ａ列４番） 

 



 

第１３号様式（第３０条の６関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

 被勧告者住所氏名 

         宛 

 

 

東京都知事 

           印 

 

 

勧    告    書 

 

 貴  における携帯電話インターネット接続役務に係る契約の締結に当たって、東京都青少年の

健全な育成に関する条例第１８条の１２第 項の規定が遵守されていないと認められるので、同条

第４項の規定により、下記のとおり勧告します。 

 

記 

 

１ 勧告内容（とるべき措置） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 （日本工業規格Ａ列４番） 


